
 

社会福祉法人 松 光 会 

役員等報酬基準規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人松光会（以下「法人」という。）の役員等の報酬に関する事項を定めるもの

である。 

 

（役員等） 

第２条 この規程において、役員等とは、理事及び監事をいう。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 役員等には、次の通り報酬等を支給する。 

（１）理事会及びその他会議への出席、監事監査への出席など、法人の業務を行う場合に、別表１の通り報酬

を支給する。 

（２）監事監査を行った監事については、別表２の報酬を支給する。 

 

（適用除外） 

第４条 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。 

 

（改廃） 

第５条 この規程を改正、廃止するときは、社会福祉法人松光会の議決及び評議員会の審議を経るものとする。 

 

（実施日） 

第６条 この規程は、平成２９年４月１日から実施する。 

 

 

 

別表１ 役員等の報酬 

日額 ５，０００円（所得税控除後） 

 

別表２ 監事の報酬 

日額 ３０，０００円（所得税控除後） 

 


